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ています。しかし、一方では、「法は最低限の道徳」とも言われています。
法を守ることは、最高の倫理的な生活ではなく、人として社会生活をおく
る際の最低限度の倫理ということになります。著作権法さえ守れば何をし
てもよいのではなく、さらに高次の倫理観に基づく行為が求められていま
す。学校は、その倫理観を育む場であり、著作権教育は、まさにその倫理
観の育成が根底にあります。
　学校図書館の著作権に関する任務は、次の二つがあります。
① 著作権教育

児童生徒及び教職員に著作権に関する資料・情報を提供し、児童生
徒に著作権に関する思考・態度・スキルを身に付けさせること

② 学校図書館の経営・運営
学校図書館に関する著作権の基礎的な知識と応用力に基づいて学校

図書館の経営・運営に生かすこと
　本書がこの二つの任務に役立ち、児童生徒だけでなく教職員、保護者等、
学校教育に関わるすべての人に著作権教育を広げるヒントとなれば幸いで
す。

 9

増補改訂にあたって

　この数年で、世界が劇的に変化し、これまでのSFでしか見られなかっ
た世界が現実のものになりつつあります。AI（Artificial Intelligence）
が予想以上に早く進化し、これまで実現や実用化は難しいとされていた
さまざまな技術が実現し、広く普及してきました。特に2022年11月に
公表された対話型生成AI（ChatGPT等）の普及は目覚ましく、公表後２
か月で利用者が１億人を超えたとも言われています。
　このような情勢の中で学校教育も大きな変化が始まっています。つい
最近まで、なかなかタブレットが学校現場に普及しないと言われていた
GIGAスクール構想も2024年で第２期を迎えました。学校では生成AIを
利用する授業が始まり、生成AIを使う授業・校務等の研究会・研修会に
は多くの学校教育関係者が参加し、生成AIをどのように効果的に利用し
たらよいのか、各地で実践が進められています。この情勢を鑑みて、文
部科学省は2023年７月に「初等中等教育段階における生成AIの利用に
関する暫定的なガイドライン」を公表しました。また、著作権に関して
も大きく変わろうとしています。生成AIが「創作」した著作物の著作権
は誰のものなのか、この議論も盛んになりましたが、文化審議会著作権
分科会法制度小委員会は、2024年３月に「AIと著作権に関する考え方
について」を公表しました。生成AIと著作権に関する考え方を整理した
ものであり、法的な拘束力を持つものではないとしていますが、現段階
での指針を表したものと言えるでしょう。
　このような急激な社会の変化、生成AIの進化等に鑑み、新しい事項を
採り入れた増補改訂版を刊行することにしました。増補、改訂した主な
事項は、次の通りです。
　　「著作権と生成AI」の項目の新設
　　法第35条の改正に伴う内容の一部を改訂
　　Q&Aの項目の増加
　　関連資料の加除
　この増補改訂版が生成AIの進化、普及に伴う著作権法の改正等に対す
る学校現場の対応等について少しでも指針となれば幸いです。
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　以下、具体的な事例を挙げて著作権等について考えてみましょう。この事例は、日
常的に起こりうるものですが、典型的な事例ですので実際にはもっと複雑なことが多
く起こります。この事例を覚えてもあまり役には立たないでしょう。この事例を通し
て、どの権利が働き、どのように解釈するのか、留意点は何か、などを理解すること
で実際に起こる問題を解決する応用力を身に付けていただきたいと思います。なお、
この事例では、著作者が著作権を持っていることを前提にしていますので、著作者と
表します。

11著作権の基本
｜著作権｜

　以前は、学校における著作権についての指導は、ほとんどされてきませんでした。
著作権は、小説家・作曲家・大学教員等の研究者というごく一部の人に関係し、一般
の人には関係が薄い又はないという理解が一般的でした。自分が執筆したものを図書・
雑誌等に掲載する機会もごく一部の人にあり、一般の人たちや児童生徒にはその公表
する機会もほとんでありませんでした。そのために、日常生活や仕事において著作権

勤務校で著作権教育をすることになりましたが、どうして「著作
権法」という法律について小学生に指導しなければならないので
しょうか。

Q
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小学校では、「著作権法」（以降「法」という。）という法律その
ものについて指導するというよりは、児童の学年や発達段階に応
じて「著作権」に関する目的・意義・著作権の内容等の指導が中
心になります。

A
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を意識する必要がほとんどありませんでした。
　しかし、コンピュータのような情報機器及びインターネットの情報環境が発達し、
自分の作成した著作物はインターネットを利用することで経費もほとんどかからずに
容易に公表することができ、他人の著作物も利用することが可能となりました。他人
の著作物を利用するときには著作者の許諾を得る必要がありますが、著作権の知識が
ないために、自由に利用して著作者の権利を侵すことが多くなりました。
　そこで、学校教育において著作権指導が行われるようになりました。小学校では人
の創作した著作物を大事にすることから始め、著作者に敬意をはらい、著作物を利用
するときにはマナーに従い、無断で変えたりしないことを学びます。
　校種が上がるにつれて、ますます著作権や知的財産権に関する理解や知識が必要に
なりますので、小学校から高等学校までの体系的計画的な学習が必要になっています。

｜著作者人格権｜

　Ａさんの作文を市役所内に掲示される作文展に出品することは、Ａさんの著作者人
格権の公表権と氏名表示権を侵すことになります。公表権とは、まだ公表されていな
いものを公衆に提供し、又は提示する権利です（法第18条第１項）。市役所内に作品
を展示することは、「公衆に提示」に該当します。
　また、氏名表示権とは、著作物を提示するときに実名又は変名を著作者名として表
示したり、又は表示しない権利です（法第19条第１項）。
　作文展に展示されることは、本来は名誉なことで嬉しいことですが、一方、作文に
家庭の出来事等で他人に知られたくないことや、事情により児童の氏名が保護者の知
らないうちに多くの市民が見ることができる市役所で展示されることは、避けたい場
合もあります。そこで、このような場合は、展示される前に本人と保護者に知らせて、
展示の許諾を得ておく必要があります。

クラスのＡさんの書いた作文がとてもよかったので市役所内の作
文展に出品しました。とても評判がよかったのですが、保護者か
らは勝手に出品したと苦情が来ました。書いたＡさんも喜んでい
たのですが、出品することはいけないのでしょうか。

Q
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作文を本人や保護者の許諾を得ずに作品展に出品することは、公
表権、氏名表示権を侵すことになります。作品展に出品する前に
本人と保護者の許諾を得ておく必要があります。
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